
  ○柴田町個人情報保護条例施行規則 

                                 平成１７年３月４日 

                                 規 則 第 ５ 号 

                      改正 平成１８年 １月２７日規則第 ８号 

                         平成１８年１２月 ５日規則第３８号 

                         平成２１年 ６月２５日規則第１８号 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、柴田町個人情報保護条例

（平成１７年柴田町条例第５号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （個人情報取扱事務登録簿の様式） 

第２条 条例第６条第１項に規定する登録簿は、個人情報取扱事務登録簿（様式第１号）とす

る。 

 （委託に伴う措置） 

第３条 条例第１３条第１項の規定により、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに

行わせる場合で、電子計算機を使用して処理するときは、次に掲げる事項を約定するものと

する。 

 ⑴ 個人情報の秘密保持に関する事項 

 ⑵ 再委託の禁止及び権利譲渡の禁止に関する事項 

 ⑶ 目的外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項 

 ⑷ 目的外の複写及び複製の禁止に関する事項 

 ⑸ 検査に応じる義務に関する事項 

 ⑹ 事故発生時の報告義務に関する事項 

 ⑺ 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項 

 ⑻ その他個人情報の保護のために必要と認める事項 

 （代理人による開示請求） 

第４条 条例第１４条第２項（条例第２５条第２項及び条例第３０条第２項において準用する

場合を含む。）の代理人は、本人が未成年又は成年被後見人である場合における法定代理人及

び本人が開示請求（訂正請求及び利用停止請求を含む。）をすることができないやむを得ない

事由があると町長が認める場合における委任による代理人（以下「任意代理人」という。）と

する。 

 （開示請求書の様式） 

第５条 条例第１５条第１項に規定する開示請求書は、個人情報開示請求書（様式第２号）と

する。 

 （本人等の確認に必要な書類） 

第６条 条例第１５条第２項（条例第２３条第４項、条例第２６条第３項及び条例第３１条第

２項において準用する場合を含む。）に規定する実施機関が指定するものは、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。 

 ⑴ 本人が請求をし、又は開示を受ける場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類



として町長が認めるもの 

 ⑵ 本人に代わって法定代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該法定代理人に係る

前号に定める書類及び未成年者に係る戸籍抄本、成年後見に係る登記事項証明書その他法

定代理人の資格を証明する書類として町長が認めるもの 

 ⑶ 本人に代わって任意代理人が請求をし、又は開示を受ける場合 当該任意代理人に係る

第１号に定める書類及び本人の印鑑証明書を添付した委任状 

 ⑷ 遺族が請求をし、又は開示を受ける場合 当該遺族に係る第１号に定める書類及び戸籍

謄本、除籍謄本その他遺族であることを証明する書類として町長が認めるもの 

 （個人情報開示決定通知書等の様式） 

第７条 条例第２０条第１項及び第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に

応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。 

 ⑴ 個人情報の全部の開示の決定 個人情報開示決定通知書（様式第３号） 

 ⑵ 個人情報の一部の開示の決定 個人情報部分開示決定通知書（様式第４号） 

 ⑶ 個人情報を開示しない旨の決定 個人情報非開示決定通知書（様式第５号） 

 ⑷ 条例第１９条の規定により開示請求を拒否する旨の決定 個人情報の存否を明らかにし

ない決定通知書（様式第６号） 

 ⑸ 個人情報を保有していない旨の決定 個人情報不存在決定通知書（様式第７号） 

 （決定期間を延長した旨の通知の様式） 

第８条 条例第２１条第２項（条例第２９条第２項及び第３４条第２項において準用する場合

を含む。）の規定による通知は、決定期間延長通知書（様式第８号）によるものとする。 

 （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第９条 条例第２２条第１項及び第２項の規定による通知は、個人情報の開示に係る意見照会

書（様式第９号）によるものとする。 

２ 条例第２２条第１項及び第２項の意見書は、個人情報の開示に係る意見書（様式第１０号）

によるものとする。 

３ 条例第２２条第３項の規定による通知は、個人情報を開示決定した旨の通知書（様式第１

１号）によるものとする。 

 （個人情報の開示の方法等） 

第１０条 条例第２３条第１項の規定による個人情報の開示は、町長が指定する日時及び場所

において行うものとする。 

２ 前項の場合において、公文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該公文書を丁寧に取り扱う

とともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。 

３ 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧又

は視聴を中止させ、又は禁止することができる。 

 （写しの交付等） 

第１１条 条例第２４条第２項の費用は、次のとおりとする。 

 ⑴ 乾式複写機（白黒）により日本工業規格Ａ３版までの用紙を用いて作成する場合 １面

につき１０円（カラーコピーの場合は１面につき６０円） 

 ⑵ その他の方法により写しを作成する場合 当該作成に要する費用 

２ 公文書の写しの交付部数は、開示請求１件につき１部とする。 



 （訂正請求書の様式） 

第１２条 条例第２６条第１項に規定する訂正請求書は、個人情報訂正請求書（様式第１２号）

とする。 

 （個人情報の訂正請求） 

第１３条 訂正請求を行おうとする者は、個人情報開示決定通知書若しくは個人情報部分開示

決定通知書又は他の法令により交付を受けた個人情報が記録された物の写しを提示しなけれ

ばならない。 

 （個人情報訂正決定通知書等の様式） 

第１４条 条例第２８条第１項及び第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分

に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。 

 ⑴ 訂正請求に係る個人情報の全部の訂正の決定 個人情報訂正決定通知書（様式第１３号） 

 ⑵ 訂正請求に係る個人情報の一部の訂正の決定 個人情報部分訂正決定通知書（様式第１

４号） 

 ⑶ 個人情報を訂正しない旨の決定 個人情報非訂正決定通知書（様式第１５号） 

 （利用停止請求書の様式） 

第１５条 条例第３１条第１項に規定する利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書（様式

第１６号）とする。 

 （準用） 

第１６条 第１３条の規定は、利用停止請求を行おうとする者について準用する。 

 （個人情報利用停止決定通知書等の様式） 

第１７条 条例第３３条第１項及び第２項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分

に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。 

 ⑴ 利用停止請求に係る個人情報の全部の利用停止の決定 個人情報利用停止決定通知書

（様式第１７号） 

 ⑵ 利用停止請求に係る個人情報の一部の利用停止の決定 個人情報部分利用停止決定通知

書（様式第１８号） 

 ⑶ 個人情報の利用停止をしない旨の決定 個人情報非利用停止決定通知書（様式第１９号） 

 （諮問をした旨の通知の様式） 

第１８条 条例第３６条に規定による通知は、柴田町個人情報保護審査会諮問通知書（様式第

２０号）によるものとする。 

 （運用状況の公表） 

第１９条 条例第５４条の規定による運用状況の公表は、町の広報紙に掲載して行うものとす

る。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、平成１７年４月１日から施行する。 

 （柴田町電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則の廃止） 

２ 柴田町電子計算組織に係る個人情報保護条例施行規則（平成５年柴田町規則第１号）は、

廃止する。 



 （柴田町情報公開条例施行規則の一部改正） 

３ 柴田町情報公開条例施行規則（平成１３年柴田町規則第３号）の一部を次のように改正す

る。 

    〔次のよう〕略 

 （経過措置） 

４ この規則の施行の際現にされている改正前の柴田町情報公開条例施行規則の規定による自

己情報の訂正に係る諸様式で取扱上著しく支障のないものについては、この規則の規定によ

るものとみなす。 

   附 則（平成１８年規則第８号） 

 この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１８年規則第３８号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成２１年規則第１８号） 

 この規則は、平成２１年７月１日から施行する。 

 


